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１ 個人所得課税 

１ 物価上昇局面における基礎控除等の対応 

(１)基礎控除 (大綱 P.32) 

①基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額が４万円引き上げられ、次の

表のとおりとなります。 

合計所得金額 
基礎控除の額(本則) 

現行 改正後 

       2,350万円以下  58万円 62万円 

2,350万円超 2,400万円以下 48万円 48万円 

2,400万円超 2,450万円以下 32万円 32万円 

2,450万円超 2,500万円以下 16万円 16万円 

②上記①の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等の所要の措置が講じられます。 

③上記の改正に伴い生ずる公的年金等につき源泉徴収された所得税の額に係る超過額について、その

公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)の支払者から

還付等をするための措置が講じられます。 

適用期日等：令和８年分以後の所得税について適用。給与等及び公的年金等の源泉徴収については、 

令和９年１月１日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用 

 

(２)令和７年分以後の各年分の基礎控除等の特例(大綱 P.33) 

①居住者のその年分の合計所得金額が655万円(令和10年分以後の各年分にあっては、132万円)以下で

ある場合の基礎控除の控除額の加算額が、次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額と

されます。 

合計所得金額 
基礎控除の控除額の加算額 

令和８・９年分 令和10年分以後 

        132万円以下  42万円 37万円 

 132万円超    336万円以下  42万円 － 

 336万円超    489万円以下  42万円 － 

 489万円超    655万円以下  ５万円 － 

②上記①の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等の所要の措置が講じられます。 

適用期日等：②については、令和９年１月１日以後に支払うべき公的年金等について適用 

 

(令和８・９年分の基礎控除の額) 

合計所得金額 
令和８年分 令和９年分 

現行 改正後 現行 改正後 

        132万円以下 95万円 104万円(62万+42万) 95万円 104万円(62万+42万) 

132万円超～ 336万円以下 88万円 104万円(62万+42万) 

58万円 

104万円(62万+42万) 

336万円超～ 489万円以下 68万円 104万円(62万+42万) 104万円(62万+42万) 

489万円超～ 655万円以下 63万円  67万円(62万+５万)  67万円(62万+５万) 

655万円超～2,350万円以下 58万円 62万円 62万円 

2,350万円超～2,400万円以下 48万円 48万円 48万円 48万円 

2,400万円超～2,450万円以下 32万円 32万円 32万円 32万円 

2,450万円超～2,500万円以下 16万円 16万円 16万円 16万円 
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(３)給与所得控除 (大綱 P.32) 

①給与所得控除について、65万円の最低保障額が69万円に引き上げられます。 

②上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の

算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について所要の措置が講じ

られます。 

適用期日等：令和８年分以後の所得税について適用 

②については、令和９年１月１日以後に支払うべき給与等について適用 

 

(４)給与所得控除の最低保障額の特例の創設 (大綱 P.33) 

①令和８年及び令和９年における給与所得控除の最低保障額を５万円引き上げる特例が創設されます。 

②上記①の特例は、年末調整において適用できることとされます。 

③その他所要の措置が講じられます。 

 

(令和８・９年分の給与所得控除の額) 

給与等の収入金額 現行 改正後(令和８・９年) 

      190万円まで 65万円 
74万円(69万＋５万) 

190万円超 ～ 220万円以下 
収入金額×30％＋８万円 

220万円超 ～ 360万円以下 収入金額×30％＋８万円 

360万円超 ～ 660万円以下 収入金額×20％＋44万円 収入金額×20％＋44万円 

660万円超 ～ 850万円以下 収入金額×10％＋110万円 収入金額×10％＋110万円 

850万円超 195万円(上限) 195万円(上限) 

 

(５)上記(１)及び(３)の見直しに伴う所要の措置 (大綱 P.33) 

①同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が62万円以下(現行：58万円以下)に引き上げられ

ます。 

②ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が62万円以下(現行：58万円以下)に引

き上げられます。 

③勤労学生の合計所得金額要件が89万円以下(現行：85万円以下)に引き上げられます。 

④家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が69

万円(現行：65万円)に引き上げられます。 

⑤その他所要の措置が講じられます。 

適用期日等：令和８年分以後の所得税について適用 

 

(６)ひとり親控除 (大綱 P.34) 

①ひとり親控除について、控除額が38万円(現行：35万円)に引き上げられます。 

②上記①の見直しに伴い、所要の措置が講じられます。 

適用期日等：令和９年分以後の所得税について適用 
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２ 住宅・土地税制 

(１)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 (大綱 P.34) 

適用期限(令和７年12月31日)を令和12年12月31日まで５年延長するとともに、次の表のとおりとな

ります。 

 

(住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：令和８年度国土交通省税制改正概要) 

 

(２)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 (大綱 P.40) 

一定の見直しを行った上、適用期限が令和10年12月31日まで３年延長されます。 

 

(３)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例 (大綱 P.41) 

一定の見直しを行った上、適用停止措置の期限が令和11年３月31日まで３年延長されます。 

 

(４)低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除 (大綱 P.44) 

適用期限が、令和10年12月31日まで３年延長されます。 

 

(５)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等 (大綱 P.44) 

適用期限が、令和９年12月31日まで２年延長されます。 

 

(６)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 (大綱 P.44) 

①適用期限が令和10年12月31日まで３年延長されます。 

②標準的な工事費用の額について、工事の実績を踏まえて見直しが行われます。 

適用期日等：②については、令和９年１月１日以後に行う耐震改修工事について適用 

 

 

https://www.mlit.go.jp/page/content/001975596.pdf
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(７)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 (大綱 P.44) 

①適用期限が令和10年12月31日まで３年延長されます。 

②改修工事をした居住の用に供する家屋でその床面積が40㎡以上50㎡未満であるものについても、本

特例の適用ができることとされます。ただし、その者のその年分の所得税に係る合計所得金額が

1,000万円を超える場合には、適用されません。 

③標準的な工事費用の額について、工事の実績を踏まえて見直しが行われます。 

適用期日等：③については、特定の改修工事をした家屋を令和９年１月１日以後に居住の用に供する場

合について適用 

 

(８)認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除 (大綱 P.44) 

一定の見直しを行った上、適用期限が令和10年12月31日まで３年延長されます。 

 

(９)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 (大綱 P.45) 

一定の見直しを行った上、適用期限が令和９年12月31日まで２年延長されます。 

適用期日等：令和８年１月１日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資産について適用 

 

(10)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等 (大綱 P.45) 

一定の見直しを行った上、適用期限が令和９年12月31日まで２年延長されます。 

適用期日等：令和８年１月１日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資産について適用 

 

(11)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 

(大綱 P.46) 

特例が廃止されます。 

 

３ 金融・証券税制 

(１)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ＮＩＳＡ) 

 (大綱 P.48) 

①非課税口座の口座開設可能年齢の下限が撤廃され、つみたて投資枠の対象年齢が０歳まで拡充され

ます。 

②口座保有者である子が０歳から17歳の間については、年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600

万円とされます。 

③非課税口座を開設した居住者等がその年３月31日において18歳である年の前年12月31日までは、次

の場合を除き、払い出しできません。 

12歳未満 災害により居住家屋が全壊した等で税務署長の確認を受けた場合 

12歳以降 
特定事由(学校等の入学金等、教育費、生活費の支払)に該当し、その払い出しについて 

口座保有者である子の同意を得たことを証する書類等の提出があった場合 

適用期日等：令和９年１月１日以後について適用 
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(出典：金融庁 令和８年度税制改正について)  

(２)暗号資産の分離課税等 (大綱 P.52) 

①金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等(特定暗号資産)の譲渡等をした場合には、そ

の譲渡等による譲渡所得等については、他の所得と分離して20％(所得税15％、個人住民税５％)の税

率により課税することとされます。 

②特定暗号資産を暗号資産取引業を行う者に対して譲渡等をしたことにより生じた損失の金額のうち

に、その譲渡等をした日の属する年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しても

なお控除しきれない金額があるときは、一定の要件の下で、その控除しきれない金額についてその年

の翌年以後３年内の各年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除を可能とするこ

ととされます。 

適用期日等：上記①②については、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の１月１日以

後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用 

 

 

 

 

 

 
(出典：金融庁 令和８年度税制改正について) 

③総合課税の譲渡所得の基因となる暗号資産について、次の措置が講じられます。 

イ その暗号資産の譲渡益について、譲渡所得の特別控除額を控除しないこととする。 

ロ その暗号資産については、５年を超えて保有した資産に係る譲渡所得の金額の計算上２分の１

とする措置を適用しないこととする。 

ハ その暗号資産に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、他の総合課税の対

象となる所得との損益通算を適用しないこととする。 

適用期日等：金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年分以後の所得税について適用 

④その他所要の措置が講じられます。 
 

(３)生命保険料控除の特例 (大綱 P.54) 

年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の適用期限が令和９年分まで１年延

長されます。 

(概要) 
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(改正概要) 

(出典：令和８年度厚生労働省関係税制改正について) 

４ 租税特別措置等 

(１)特定の基準所得金額の課税の特例 (大綱 P.55) 

特例対象者を個人でその者のその年分の基準所得金額が１億6,500万円(現行：３億3,000万円)を超

えるものとするとともに、税率が30％(現行：22.5％)に引き上げられます。 

適用期日等：令和９年分以後の所得税について適用 

(２)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 (大綱 P.55) 

適用期限が令和11年12月31日まで３年延長されます。 

(３)青色申告特別控除 (大綱 P.55) 

①正規の簿記の原則により記帳している場合の青色申告について、次の見直しが行われます。

条件 
控除額 

現行 改正後 

その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提
出期限までに書面で行う場合 

55万円 10万円 

その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提
出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行う場合 

65万円 65万円 

上記に加え、次の要件を満たす場合 
・その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳につき、電子計算機を使用して作
成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところに
より電磁的記録の保存等を行っていること(国税の納税義務の適正な履行に資
するものとして一定の要件を満たす場合に限ります。） 

65万円 75万円 

②10万円の青色申告特別控除の対象者から、その年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業

を営む者で、これらの所得に係る取引を簡易な簿記の方法により記録しているもののうち、次に掲げ

る場合の区分に応じそれぞれ次に定める者が除外されます。

不動産所得を生ずべき事業

を営む者である場合 

その年の前々年分の不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超え

るもの 

事業所得を生ずべき事業を

営む者である場合 

その年の前々年分の事業所得に係る収入金額が1,000万円を超える

もの 

適用期日等：令和９年分以後の所得税について適用 

(４)山林所得に係る森林計画特別控除 (大綱 P.56) 

適用期限が令和10年12月31日まで２年延長されます。 



令和８年度税制改正大綱の概要                     株式会社コントロール社 

本稿は『令和８年度税制改正大綱』(令和７年12月19日 自由民主党･日本維新の会)を基に、その他各省庁資料等から参考資料を抜粋して作成しています。 

今後法令の詳細が明らかになりました際に、記事内容と相違が出る可能性がありますことを予めご了承ください。         禁無断複写・転載 

(５)特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例 (大綱 P.56) 

①スイッチＯＴＣ医薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限を撤廃するとともに、それ以外の医

薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限が５年延長されます。 

②対象となる医薬品の範囲が見直されます。 

適用期日等：令和９年分以後の所得税について適用 

 

５ その他 

(１)通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者が受ける通勤手当(大綱 P.58) 

①通勤距離が片道65㎞以上の者の１月当たりの非課税限度額が次のように引き上げられます。 

現行 改正案 

通勤距離の区分 非課税限度額 通勤距離の区分 非課税限度額 

２km 未満 （全額課税）        ２km 未満 （全額課税） 

片道２km以上 10km 未満 4,200円 片道２km以上 10km 未満  4,200円 

片道10km以上 15km 未満  7,300円 片道10km以上 15km 未満  7,300円 

片道15km以上 25km 未満 13,500円 片道15km以上 25km 未満 13,500円 

片道25km以上 35km 未満 19,700円 片道25km以上 35km 未満 19,700円 

片道35km以上 45km 未満 25,900円 片道35km以上 45km 未満 25,900円 

片道45km以上 55km 未満 32,300円 片道45km以上 55km 未満 32,300円 

片道55km以上 38,700円 

片道55km以上 65km 未満 38,700円 

片道65km以上 75km 未満 45,700円 

片道75km以上 85km 未満 52,700円 

片道85km以上 95km 未満 59,600円 

片道95km以上 66,400円 

②一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする者の１月当たりの非

課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に１月当たりのその駐車場等の

料金相当額(5,000円が上限とされます。)を加算した金額とすることとされました。 

 

(２)公的年金等に係る雑所得 (大綱 P.59) 

給与等の収入金額及び公的年金等の収入金額を有する者について、その年分の給与所得控除額と公

的年金等控除額の合計額が280万円を超える場合には、その超える部分の金額をその公的年金等控除額

から控除することとされます。 

適用期日等：令和９年分以後の所得税について適用 

 

(３)使用者からの食事の支給により受ける経済的利益 (大綱 P.60) 

所得税が非課税とされるその食事の支給に係る使用者の負担額の上限が月額7,500円(現行：月額

3,500円)に引き上げられます。 

 

(４)使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭 (大綱 P.60) 

所得税が非課税とされる１回の支給額が650円以下(現行：300円以下)に引き上げられます。 


